
ルソー・『ジュネーヴ草稿。における

　　　「一般的社会。の概念について

山　　下　　俊　　一

　文中0・C・はプレイヤード版全集を，P0ムW棚，は，Vaughan，C．E．，

Po肋ω’以〃加邸φ∫4．Ro棚em，London，1915を指す。

　ルソーよりの引用については，r社会契約論』，『人間不平等起原論』，rエ

ミール』は岩波文庫版を，r政治経済論』はr世界大思想全集』版（河出書

房，1956年刊，根岸国孝訳）を参照し，訳文には適宜手を・加えた。

（1）

　『社会契約論』のいわゆる『ジュネーヴ草稿』には，よく知られているよう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1〕
に，第一編第二章として，『人類の一般的社会について』という，決定稿には

欠けているかたり長文の一章が含まれている。この章の標題は一度消されて書

きなおされており，もとは，『人間の間には決して自然的には社会は存在した

いこと』（“Qu’il　n’y　a　point　naturellement　de　soci6t6entre　les　hommes”）

　　　　　　　　　　　　　　　（2〕
となっていたことが知られている。この一章は，ヴ才一ンが明らかにしたよう

に，ディドロが『百科全書』に執筆した一項“Droit　naturel”に触発されて

ll〕r一般的社会」’soci‘t696n6rale’または「大きな社会」’la　grande　s㏄i6t6’は

　「特殊的社会」’s㏄i6t6Parti㎝li‘re’または「部分的社会」，s㏄i6t6partieue’に

　対して使われる概念で，多くの場合，実体的には人類社会を指している。『ジュネ

　ーヴ草稿』のすべての場合，　『社会契約論』第四編第八章（桑原，前川訳184頁，

　αC．，tom．皿，P．464）『政治経済論』根岸訳8頁，0，C．，tom一皿，PP．247－248，

　『エミール』第一篇，今野訳第一巻27頁，αC．，tOm．IV，p，248などの場合すべて

　そうである。しかし，これに対応する「一般意志」「特殊意志」の概念がそうであ

　るように，相対的な概念としても現れる（『政治経済論』根岸訳7頁，0．C。，tom。

　皿，　p－246）o

く2）　0．C，tom．皿，　P．14工O、
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　　　　　　（3）
書かれたもので，ルソーは，その論評を通じて『社会契約論』への展望を試み

ており，決定稿には見出たされない一本の思索の糸を見せてくれる点で注目さ

れる。

　ディドロは“DrOit　naturel”において，人間の特殊利害int6rεt　particuIier

を自然的な情念と欲求の発現として一従って絶対的にぶつかり合うものとして

（いわばホッブス流に）とらえ，その調停を人間の理性に，そしてその拠るべ
　　　　　　　　　　　（4〕
き規範を「人類の一般意志」に求めた。ディドロの記述は歴史的なパースペク

ティヴでなされたものではなく，単に一般的・抽象的に，法と倫理的判断の拠

るべきものを求めているにすぎないが，ルソーは，問題を「歴史的」た視野に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
おきたおして考える。悪しき情念の発生白体問題であり，さらには政治社会と

法の成立に先立って「人類」とその「一般意志」といったものがどのようたも

のとして存在しうるか，ということが問題なのである。ところで，法と秩序を

もたらすものとして「人類」を考えるためには，何らかのわくぐみがたくては

たるまい。そのようたものとして浮かび上がってくるのが，いわゆる「自然的一

社会」である。

　ルソーやホッブスを通じて社会契約の理論に接したものには，「社会契約以

前の社会」というのはひとつの自己矛盾のようにさえ見えるのであるが，ロッ

クも含めて一般に自然法学派のひとびとは，共通して「自然的社会」‘SOCi6t6

naturelle’というものを考えていれロックが，「ひとぴとの間における自然

（3）ルソーは，この章の中で，四ケ所にもわたってディドロの文章をそっくりそのま

　ま踏襲しており，また『政治経済論』においては“DrOit　naturel”を「この偉大

　にして輝かしい原理の源泉」とよび，自分の論文は「その敷術」である，とさえ述

　べている（根岸訳6真下，0．C。，tom．皿，P．245）。

14）「一般意志」’VO10nt6g‘n6raIe’の理論それ自体は，すでにホッブス，プー7エ

　ンドルフに見られるが，ルソーが“Dmit　natureI”と密接な関係をもつ二つの論

　文，すなわち『政治経済論』とこの『ジュネーヴ草稿』ではじめてそれに言及して

　いることなどから見て，この理論のルソーにおける展開は，主として，ディドロよ

　りの示唆によるものと考えられる。

（5〕この『草稿』第二章の歴史的記述はまさに『不平等起原論』と『社会契約論』を

　結ぶものであり，一部のひとびとの主張するようにふたつの著作をr無関係」なも

　のとして読むことの必然性は，これによって否定されるのである。
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状態を終結させるのはすべての契約でなく，ひとつの共同体COmmunityに

はいってひとつの政治体Body　Politickを成すべくお互いに同意するという
　　　　　　　　　　　　　　（6）
この契約のみがそうなのである」と述べているように，自然状態においてもひ

とは社会的な関係をとり結びうるのであり，ピュラルマキのいうように，　「こ

の社会（政治社会）を単なる自然的社会Soci6t6de　Natureから区別する本

質的な特徴は，　（自然状態における）平等と独立にとってかわる，ひとつの主
　　　　　　　　　　　　　　・　・　　　　　　（7〕
権Autorit6souveraineへの従属ということ」たのである。

　抹消されたもとの標題によって，ルソーが当時一般化していたこの「自然的

社会」の概念を一ディドロ批判を通じて一否定しようとしたことがしられる。

しかし，それは単純に否定された訳ではない。かれはここで「自然的で一般的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
た社会」‘SOCi6t6nature11eetg6nerale’について語っており，かれが「自然

的社会」に「一般的社会」という新しい名を与えて，ひとまず手許に留保した

ことは明らかである。しかしそれならば，標題の変更はこの点に関する何らか

の立場の変更を暗示するのであろうか。この問題を考えるにあたって・とりあ

えず，「一般的社会」がどのようなものとして描かれているかを概観しよう。

　ルソーによれば，欲求besoinの増大によって人間がその本源的状態6tat

primitifを逸脱するや，限りたい人間の転落がはじまる。　「人間の力は，その

自然的た欲求とその本源的な状態とに相応しており，すこしでもこの状態が変

おり，その欲求が増大すると，仲間の功力が必要にたる，そして，ついにその

欲望が全自然を包含するに至るや，全人類が協同してもそれを充たすには充分

でない，という事態にたる。こうして，同じ原因によってわれわれは邪悪にた

り，そして奴隷どたり，堕落させられることによって従属的存在と化するので
　（9〕

ある」。それはまた，アナーキーと絶えざる流動の状態である。「ひとりの人間

｛6）Las1ett，P．，工。c尾’5Tωoτmα桃e∫oグComm刎emf，2nd　Reprinted　ed．，Cam－

　bridge，1970，chap．2，§14，pp．294－295．

（7〕p〃mcψe5〃〃〃舳〃m’，Premiさre　Partie，chap．4；Cf．Derath6R．，

∫em∫αcσm∫灰。m55e伽2オ’α5dmce力。冴吻m　de50m加mク5，206d．，1970，p，126．

（8〕0．C．，tom．皿，P．288。

（g）　Ibid．，　pp．281＿282．
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の自然状態における相対的た存在は，絶えず流動している幾千という諸関係に

依存しているのであるから，かれの一生の間の二つの瞬間に同一の存在でいる

ようにすることは，かれにとってまったく不可能である。平和と幸福は，かれ

にとって一瞬の電光のごときものである。このような激しい移り変わりから生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔1o〕
ずる悲惨以外には，永続的なものはたにひとつない」。この同しべ一ジからの

二つの引用によって，描かれている人間の悲惨が単たる歴史的過去の記述では

1たく，現代社会における人間の疎外がそこに重ね合わされ・投影されているこ

とがそこから読みとれるであろう。なぜなら，ルソーにとって，現代社会はひ

．とつの新たた自然状態に他ならたいからである。

　ところで人間の情念と欲求は，ディドロのいうように必ずしも同じょラた反

社会的な力だのではたい。「われわれの情念がわれわれをお互いに引きはたす

のと丁度同じだげ，われわれの欲求besoinはわれわれをお互いに接近させる。

そして仲間と敵対するようになればなるほど，われわれは仲間なしでいられな

・くなる。一般的社会の最初の結びつきとはこのようなものである。」「われわれ

・相互の必要besoinから生まれる一般的社会は，悲惨な状態におちいった人間

一に対して何らの有効た援助も与えない。すでに力を十二分にもっているものに

一層の力を与える他，何の新しい力も与えはしない。そして他方，すべてを失

い，窒息し，群集の中で踏みつけにされた弱者は，身を寄せるかくれがもた

・く，弱さを支えてくれる何物もたいまま，ついにはそこに幸福を期待して，こ
．　．　．　．　．　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（l1〕

の偽りの結合の犠牲とたって果てるのである。」

　上の引用文に続く抹消された部分にはこう書かれている一「ひとびとは自発

酌た結合des　liens　volontairesというかたちで結び合うのだが，この結合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
の契機の中には真の結合に適した条件はまったく見出だされたい。」「こうし

て自然の指示に従ってなされるというこの社会契約と称するもの。e　pr6tendu

traitt6social　dict6par　la　natureがまったくの幻想であることがわかる。

（］o〕0．C．，tom．皿，P．282．

㈹　IDid・，p・282（傍点山下）。

胸　IDid．，p．283（傍点山下）。
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というのも，このような契約の諸条件というものは，いつも，わかっていたい

か実現不可能であって，それは無視するか侵犯するかより他に仕方がないから、
　　（13）

である」。

　以上の文章からわかることは，ルソーがあくまでも，およそ「社会」たるも

のの成立は，したがって「一般的社会」の成立も，契約すたわち人為artのわ、

ざとしてしか生じえない，という主張を固持していること，またかれは「人類

の一般的社会」における自然natureと人為artの一致には一抹の期待を寄せ’

たとはいえ，それはまったくの幻想me　v6ritable　chimさreでしかありえた・

かったこと，たどである。つまり，ルソーがかれ固有の「自然状態」の概念が．

ら（論理的に）引き出すことのできた「一般的社会」は，ディドロのそれと異一

って，ひとつの擬制的た社会・『不平等起原論』後半に示されたようだ末期的

な自然状態の合理化以外のものではありえなかったのである。その結果，この・

「偽りの結合」行為の前と後には何ら本質的た状況の差異はない。実際ルソー一

の文章の中セ，どこまでが「一般的社会」の成立に先行する状態の描写であ，

り，どこからがその成立以後の状態であるのかは，ほとんど見分けることがで’

きない。このような区別は，かれの念頭にまるでなかったかのようであ乱と

いうのも，かれの関心はむしろ，“Droit　nature1”でディドロの登場させた．

利己的利害の代表者’raiSOnneur　ViOlent’自身の論理を敷桁し，そこからい・

かにすれば法と社会への道が見出たされるか，という点に集中していった，と．

思われるからである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14〕
　こうして「一般的社会」は，’raiSOmeur　ViO1ent’または「人類の敵」のは’

っこする場を呈供するひとつのセッティングといった外観を呈する。ルソー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛15〕
は，ここで人類のおかれている状態を「独立の状態」‘1’εtat　d’ind6pendance’一

　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）
とよび，その主人公を「開化した独立人」‘1’homme6cIair6et　ind6pendantト

　㈹　〃〃，P．284（傍点山下）。

　ω　r自分の特殊利害vo10nt6parti㎝liさreにしか耳を貸さないような人間は人類の1
　　敵L’ememidug㎝rehumainである」（Diderot，“Droitnaturel”，Po4W〃，．
　　vOl．1，　p．432）。

　｛1ヨ　　〔λ（∴，tOrn．　1皿，　284．

　Φθ　∫肋”，p．284．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）a
とよんでいる。それは（純粋た）自然状態から「完全た独立と無制限の自由」

を引き継ぎ，「自然状態の自由のもとに生きると同時に社会状態の諸要求be一
　　　　　　　　　　　（16）b
＄0inSのもとに生きている」人間である。このF独立人」に向かってルソーはデ

ィドロのことばをそっくりくりかえし，みずからの行為を人類の一般意志に一

致せしめよ，と説く一「しかし哲学者はわたしを，他ならぬ人類の面前へと指

し向けるであろう。全体の最大の善のみが人類のもつ唯一の情念であるのだか

ら，この問題の決定権はただ人類にのみ属するのである。人類はわたしに語る

であろう一個人が，自分はどの程度に人間であり，市民であり，臣民であり，

父であり，子であればよいのか，また，自分が生き，そして死ぬときとしては

いつがふさわしいのか，こういうことを質ねるべき相手は一般意志たのだ，と
　　　　　　　　　　　　　　　　　（17〕
（以上はディドロの文章の逐語的な借用）。しかしわれわれの独立人は云うであ

ろう。『よくわかった。基準にたる原則については』同意する。しかし，何故わ

たしがこの原則に従わねばならないのか，ということがまだわからない。何が

正義であるかをわたしが教わるかどうかということが問題なのではない。問題

なのは，正義につくということがどのようにわたしの利益になるのか，という
　　　　（18）
ことたのだ』」。

　‘raiSOmeur　ViO1ent’の最後のことぱによってルソーはr社会契約論』全体

の論理展開を用意し，同時にディドロの地平を完全に超える。何故なら，「正

義と有用性」「権利が許すことと利害の命ずること」を結合しようとすること

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛19）
こそ，『社会契約論』におけるかれの中心的な努力であるのだから。ディドロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）
は人性の悪m6chancet6を前提として出発しだから結局は，無媒介に，アプ

リ才リに，「人類の一般意志」によびかけた。しかしルソーは云う一「われわれ

は悪そのものから，それからの救済の道を引き出すように努めねばならたい。

できることたらば，何らかの新しい結合nOuVe11eS　aSSoCiatiOnSによって一

　⑯a0．C．，tom－111，p－283，
　Oθb　Ibid．，p－288．

　士1司　Cf一戸〇五　研〆九，vo］．1，p．432．

　l18〕0．C．，tom．皿，P－286．（傍点山下）。

　㈲　桑原・前川訳14頁，Ibid一，P－351．
　臼田　　Poム　〃7〃．，vol．1，　P，430．
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搬約社会の欠陥を矯正しようではないか。……人為1’artが自然1a　natureに

対して加えた悪をいかにして回復するかという方途を，完成された人為（技術）
・　　・　　・　　・　　…　　　　　　．　　・　　・　　■　　・　　・　（21）

によってかれに示してやろう」。この人為による解決が社会契約を意味するこ

とはもちろんである。

　このようにルソーは，かれの「社会契約」をまったくの人為として呈示する
　（22）

ことによって，コスモポリタン的なヒューマニズムと完全に訣別したのであ

る。

（3）

　今一度はじめの問題に帰ろう。ルソーが，「自然的社会」の否定というかれ

・の原則的立場を決して捨てなかったことは，すでに明らかである。『社会契約

論』決定稿においても，政治社会は自然状態のただ中に，直接，生み出される

．かに見える。ところで一方『不平等起原論』においては，かれは政治社会形成

以前の社会について，はっきり語っている。論理的・歴史外的なフィクション

である純粋な自然状態（孤立人の世界）と区別された歴史内的ないわぱ第二の

自然状態として，かれは「生まれたての社会」’SOCi6t6naiSSante’あるいは

「はじまりの社会」‘SOCi6t6COmmenC6e’に言及し，この「われわれに知ら

．れている大部分の未開民族が到達していた段階」を「世界の真の青年期」とし
　　　　　（23〕
て讃えてい乱そればかりでたく，平行的た言己述において，自然人が「家畜

の群のようだ結合」や「一種の自由な協同体」‘que1que　sorte　d’assOciatiOn
　　　　　（24〕
llibre’を経て，ついには「習俗mOeursと性格。aractさresとをひとしくする

　⑳　0．C．，tom．皿，P．288．（傍点山下）

　⑳　このことは，必ずしもルソーが自然法を否定したことを意味しない。しかし，か

　　れがこのような立場に立つことによって，自然法からその積極的な働きを大幅に奪

　　ったことは明らかであろう。ルソーにおける自然法の問題については，Cobban，

　　A．，灰。m58e伽md肋e　moaem∫チαfe，2皿d　rev．ed．，London，1964，p1169；Hay－

　　mann，Fr．，“La　loi　natureue　dans　la　philosophie　poIitique　de　J．・J．Rousseau”・

　　ルmα’e5δe伽5㎝．6t6∫。∫．Rm∬em，tom、狐X，1943－45，PP．66－67参照。

　I⑳　本田・平岡訳87－88頁，0．C。，vol．3，p．170．

　創　同上82頁，Ibid．，p，166．
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　　　　　　　　　　　　　（25〕
個々の民族NatiOnsを形成する」ことが，充分説得的に述べられているので

ある。したがって，国家構成論における原則的主張＝自然的社会の否定と，国

家形成以前の社会の上記のようだ事実上の容認との間は，架橋されずに空白の

まま残っている，とい5他はない。しかしかれが，原則的主張をこのようにま

で固持しようとするのは，一体何故なのだろうか。

　容易に想像されることは，ルソーは，社会をあくまでもartとして捉えるこ

とによって，その「創造主」である人民の手に一層多くの自由を確保しようと

したのであろう，ということであ乱しかし，問題はそれだけではないようで

ある。

　『ジュネーヴ草稿』やほぽ同時期に書かれた『政治経済論』には，契約の有

無といった原則的た判断基準に訴えることたく，人類あるいは世界と国家との

相異を，相対的なものに解消しようとするような言己述がまま見出たされる一

r何とたればその場合，世界という大都市が政治体1e　corps　pO1itiqueと考え

られ，自然法は常にその一般意志であり，各国家・民族は，その個々の成員に
　　　　　　　　（26〕
すぎないからである」。ルソーはこの場合，「一般意志」を相対的な概念として

捉え，個々の政治社会の一般意志を規制しうる上位のものとして「人類の一般

意志」を指示し，その中に普遍的た規範＝自然法を求めたのである。このこと

は，ともすれば，政治体（国家）の一般意志が無制約のものであるかのようた
　　　　　　　　　　　　（27）
印象を与えて論議の的になった『社会契約論』決定稿の叙述と比較して，注目

されるところではある。しかし，このようた論理がどうしても自己矛盾を含ま

ざるをえたいことも，また明らかたのである。

　ディドロを通じてホッブス，プーフェンドルフから継承された「一般意志」

の理論は，いわゆる「道徳的人格」’Personalit6mora1e’の理論と本来一体を
　　　　〔28）
たしていた。「道徳的」とは，「自然的」に対してinstitutiOn（impOsiti0）にょ

㈲　同上86頁，”〆，p．169．

⑳　『政治経済論』根岸訳6真下，αC．，tom．皿，p．245．

㈲　Cf．Haymam，ψ．〃．，pp．65＿110．

㈱　Derath6，ψ．柳．，Appendice3，pp，397－410．
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　　　　　　　　（29）
ってつくられるものを意味するので麦）るから，「人類」を，自然的に与えられ

たもの＝神による創造物とする限り，それに「道徳的」人格の属性である「一

般意志」を認めることは背理である。すなわち，「一般意志」を「人類」に賦

与するためには，人類をもひとつのartとして；「道徳的人格」として考える

他はない一「もし，一般的社会が哲学者の体系以外のどこかに存在するとすれ

ば，それは……それを構成する諸個人の性質から区別される，固有の性質をも
　　　　　　　　　　（30〕
った道徳的存在であろう」。そして，社会契約はこの「道徳的人格」を形成す

る契機だのであるから，ルソーは「一般的社会」の形成に際しても，あくまで

も「自然の指示に従ってなされるというこの社会契約と称するもの」を想定せ

ねばならなかったのである。　（しかしまた，この場合は人類は自然的た神の創

造物ではたくなるのであるから，その一般意志の中に，直接，自然の声一自然

法一をきくことは，より困難にたるであろう。これは，ひとつの新たた難点と

いうべきであろうか）。

（4　）

　上に見たように，ディドロからいったん引き継がれた「人類の一般意志」と

いうアイディアには，どうしても無理が伴った。いうまでもなく，『社会契約

論』決定稿で展開されるのは，「政治体」の一般意志の理論であって「人類」

Genre　humain’の一般意志の理論ではたい。とはいえ，r草稿』第二章が決

定稿からまったく除外されたことは，人類的視点そのものが捨て去られたこと

を意味しない。人類の問題性を「一般的社会」という枠組みで捉えることに無

理があり，またそれが，r社会契約論』の論理とも整合的でたかったからであ

る，と私は考える。政治社会の枠の中で問題を考えようとする『契約論』の構

造は，その本質においてきわめてリアリスティックな解決だったのである。

『草稿』の中でかれは述べている一「われわれは，一般的社会をわれわれの特

殊的社会にたらって描き出す。われわれに大きな社会を想像SOnger主させる

㈱　　∫肋〆，P．399．

制　Mエ0e椛εm　l．1，ch．2，0．C．，tom．皿，p．284．
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のは，諸々の小共和国の制度である。そしてわれわれが本当に人間hOmmes
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（31）
になりはじめるのは市民CitOyenSになった後のことたのである」。普遍的存在

者としての人間を担うべきはずの「一般的社会」は，どうしてもこのような実

体を欠いたものにとどまってしまう，そうルソーも感じざるをえたい。それは

結局外延的なひろがりの申には求められたいのだ。ひとりひとりの人間が真に

bOmmeになること，それがはじめて「人類」に内容を充てんするのである。

　しかし，上の引用文に暗示された二つの道＝「市民」への道と「人間」への

道は，ルソーに解決しがたいアンチノミーを呈示する。ルソーの精神の内には

二つの原像＝理想像がはらまれていた。ひとつは，少年時代から親しんできた

プルタルコスなどによってつちかわれ，またジュネーヴ共和国の精神によって

暗示されたものであり，それは「市民」への道を指し示す。もうひとつは，か

れの実存の最奥にひそむもの・最終的には『孤独な散歩者の夢想』によって主

体的表現を与えられ，『不平等起原論』と『エミール』において「自然人」の

ヴィジョンとして客体化された「人間」への道を指し示す。ふたつのヴィジョン

は，いずれも社会的現実に対置された「真理の鏡」でありながら，それら相互

の間には和解しがたい全構造的た相異があった一「自然人は自分がすべてであ

る。かれは単位とたる数であり，絶対的な整数であって，自分にたいして，あ

るいは自分と同等のものにたいして関係をもつだけである。社会人は分母によ

って価値が決まる分子にすぎない。その価値は社会という全体との関連におい
　　　（32）
て決まる。」かれは，「人間」と「市民」の両者を同時につくることはできな
　　　　　　　（33〕
い，と述べている。

　このアンチノミーは，私の見る限り，ルソーによって理論的には解決されな

かった。しかし『契約論』で「人類」への直接的な訴えかけをやめ，「一般的

社会」の概念を放棄して，政治社会のレヴェルで問題を集約した際のがれの現

実的た姿勢は，下記のようたことばに充分示されている，と私は思う。そして

帥　αC・，tom、皿，p．287、

鯛　『エミール』第一編，今野訳，上巻27頁，0。α，tom．IV，p．249。

鯛　同上26－27頁，〃d．，p．248．
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普遍的た人間の問題は，個人としての自然人：エミールに内包されたものとし

て，政治理論とは別個に展開されたのである。一「あらゆる部分的社会は，そ

の範囲が狭く，固く団結しているばあい，大きな社会から離れていく。愛国者

はみな外国人にたいして苛酷である。……これはさけがたい不都合だが，たい

したことではたい。かんじんたことは一緒に暮らしている人々にたいして親切

にすることだ。・・…・書物のなかで遠大な義務を説きながら，身のまわりにいる

人にたいする義務を怠るようだ世界主義者を警戒するがいい。そういう哲学者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（34）
は，ダッタン人を愛して，隣人を愛する義務をまぬがれようとしているのだ」。

　　　　（筆者の住所：東京都小金井市前原町2－8－12）

鈎　『エミール』第一編，今野記上巻27頁，0－C．，tom，IV，PP．248－249．
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